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グロース市場上場会社の経営者向け意見募集の実施について

平素は、当取引所市場の円滑な運営にご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

当取引所は、２０２２年４月に実施した市場区分見直しの実効性向上を図る観点から、「市

場区分の見直しに関するフォローアップ会議」（以下「フォローアップ会議」といいます。）

を設置し、新市場区分の特性を活かしながら上場会社の皆様の企業価値向上を支えていくた

めの施策等について継続的に議論を行っております。

今後、フォローアップ会議では、グロース市場に関して、スタートアップの成長を支える

エコシステムの一端を担う市場として、その機能・役割をより発揮していくための方策につ

いて検討を進めていくことを予定しておりますが、検討にあたっては、グロース市場上場会

社の経営者の皆様が、成長の実現に向けて取り組まれる中で実際に感じている課題を十分に

把握することが重要と考えております。

こうした背景から、今般、グロース市場上場会社の経営者の皆様から、自社の高い成長の

実現に向けて考えられるグロース市場の課題等について、意見募集を実施することといたし

ました。意見募集事項や回答方法等については、実施要領をご参照ください。

お寄せいただいたご意見は、フォローアップ会議において、今後の施策を検討するための

材料として活用いたします。ご多忙の折、誠に恐縮ではございますが、忌憚のないご意見を

お寄せいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

※ ご意見の内容を踏まえて、内容をさらに深掘りする観点で、当取引所から、個別にヒア

リングをお願いさせていただく場合がございますので、何とぞご協力のほど、よろしく

お願い申し上げます。

※ グロース市場に関するフォローアップ会議でのこれまでの議論の状況や、議論の中で参

照したデータ等について、参考資料集に取りまとめておりますので、ご回答にあたって

ご参照ください。

※ お寄せいただいたご意見の内容は、フォローアップ会議の資料等として公表する場合が

ございますが、その場合であっても、個社名は非公表といたします。

以  上



実施要領（グロース市場上場会社の経営者向け意見募集）

○ 対象

 本意見募集は、グロース市場上場会社の経営者（代表取締役社長・ＣＥＯ等）の皆様を

対象として実施するものです。

○ 意見募集事項

１. 貴社の高い成長の実現に向けて、グロース市場への上場を活用できていると考えますか。

上場前に考えていた上場の目的や、上場後に実際に感じている効果などとあわせて、ご

回答ください。

２. 貴社の高い成長の実現に向けて、上場時／上場後における課題（成長の実現に向けた課

題）と考えている事項や、その課題に対して取引所に期待する対応がある場合には、そ

の詳細をご回答ください。

３. その他、高い成長の実現に向けて、課題と考えている事項があれば、ご回答ください。

（参考）観点の例

観点（例）

上場時

 上場のタイミング（非上場時における資金調達環境との関係、

海外新興市場との比較など）

 上場に向けたプロセス（市場関係者のサポート、スピード・煩

雑さなど）

 上場時の資金調達（調達金額、配分（機関投資家への割当て）

など）

上場後

 高い成長の実現に向けた資金調達（成長投資に向けた資金需

要、希薄化への懸念など）

 ガバナンス・内部管理体制（体制構築にあたっての支障など）

 情報開示・ＩＲ（事業計画や成長可能性等の開示、ＩＲの機会、

機関投資家との対話など）



○ ご回答期限

 ２０２３年７月７日（金）までにご回答をお願いいたします。

※ 期限までのご回答が難しい場合は、当取引所のメールアドレス（ jojo-
kikaku@jpx.co.jp）までご相談ください。

○ 備考

 お寄せいただいたご意見は、フォローアップ会議において、今後の施策を検討するため

の材料として活用いたします。ご多忙の折、誠に恐縮ではございますが、忌憚のないご

意見をお寄せいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

 ご意見の内容を踏まえて、内容をさらに深掘りする観点で、当取引所から、個別にヒア

リングをお願いさせていただく場合がございますので、何とぞご協力のほど、よろしく

お願い申し上げます。

 グロース市場に関するフォローアップ会議でのこれまでの議論の状況や、議論の中で参

照したデータ等について、参考資料集に取りまとめておりますので、ご回答にあたって

ご参照ください。

 お寄せいただいたご意見の内容は、フォローアップ会議の資料等として公表する場合が

ございますが、その場合であっても、個社名は非公表といたします。

以 上


